
様式第２号（第１０条関係） 

会議記録 

附属機関の名称 熊谷市環境審議会 

開催日時 平成 29年 1月 26日（木）午後 1時 30分～午後 2時 30分 

開催場所 江南庁舎（江南行政ｾﾝﾀｰ）3階大会議室 

 

出席者 

【委員 計 11名】 

髙村弘毅委員（会長）、新井千明委員（副会長）、松本貢市郎委員、 

福田勝美委員、依田英世委員、江原仁委員、後藤素彦委員、 

青木登喜代委員、高橋孝子委員、須藤勉委員、桒原正幸委員    

【事務局 計 5名】 

 環境部     中島部長 

 環境政策課   高橋課長、柴崎副課長、田尻主幹、新島主査 

  

傍聴人 なし 

問い合わせ先 

（所管課） 

環境部環境政策課（江南庁舎２階） 

℡ 048-536-1547（内線 203） 

内容 

【議題】諮問第 1号 ホタルの保護に関する規制の強化について 

【内容】「ホタルの保護に関する規制の強化について」諮問があり、審

議を行った。 

 ○委員から出された主な意見・要望 

 （１）罰則について 

    商業目的等でホタルの捕獲、カワニナの採取を行う場合は、

重い罰則とすべき。 

    埼玉県及び熊谷市条例との均衡、及び他県のホタル条例に関

する同様の条例との均衡を考慮していただきたい。 

 （２）保護重点区域について 

    区域・区画を明確にし、周知を徹底していただきたい。 

（３）捕獲及び禁止行為と罰則の適用について 

    ホタル観賞等自然に触れ合っている際に、ホタルを捕獲して

しまう故意によらないケースも出てくると思われ、罰則の適

用についてはしっかりと取り組んでいただきたい。 

 

 


